
 

ＪＲ枇杷島駅周辺自転車等放置禁止区域の指定について 

 清須市自転車等の放置に関する条例（平成１７年７月７日条例第１７号）第８条の規定

により、ＪＲ枇杷島駅周辺の自転車等放置禁止区域（おおよそ半径３００ｍ以内）につ

いて、平成２８年１月２７日開催の清須市自転車等駐車対策協議会にお諮りしたところ、

下図の内容で承認をいただきました。 

 

 

 

             放置禁止区域（平成２９年１１月から施行予定） 
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